
令和７年度 身体障害者福祉法
第１５条指定医師研修会【呼吸器機能障害】

講 師 上田 壮一郎



診断書の記載にあたって
呼吸器機能障害

間質性肺炎

令和〇 〇 〇

令和〇 〇 〇

令和〇 〇 〇

３

平成〇〇年〇月に上記診断。外来にて経過観察。
令和〇年〇月頃より、咳嗽、息切れを自覚し、当院受診。薬剤使用にて経過を
みるも、症状増悪し、令和〇年〇月〇日在宅酸素を導入した。

間質性肺炎による呼吸不全のため、日常生活に支障をきたしている。
安静時１ℓ/min、労作時２ℓ/minの酸素を使用中。

３

高血圧、不整脈

〇〇総合病院
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
呼吸器科

〇〇〇 △△ 印

② 原因となった疾病を記載

➂ 疾病発生日を記載

④ 参考となる経過・現症は疾病の発生から治療を行

い、障害固定に至るまでの経過を記載

⑤ 障害の状態や障害認定に必要な総合的所見を記載

将来再認定の「要・不要」、「要」の場合再認定

時期を必ず記載

診断日、医療機関名、診療科、
医師氏名（署名又は、記名・押印）を記載

障害に「該当する」場合は等級を必ず記載
「該当しない」場合はその旨を記載 １



診断書の記載にあたって

164 53

令和〇 〇 〇
２．９６
０．６７

２．６１
２．２４

２２．６

令和〇 〇 〇

２ 活動能力の程度

該当する項目を１つ選択し、記載

４ 換気機能

・最新の結果（診断日から３か月以内）を記載

・急性期ではなく安定期のものを記載

・呼吸苦が強く「測定不能」の場合、その旨を記載

２



診断書の記載にあたって
令和〇 〇 〇

５６．３
３８．０
７．４３

５

５ 動脈血ガス

・最新の結果（診断日から３か月以内）を記載

・急性期ではなく安定期のものを記載

・やむを得ず、酸素吸入下で測定した場合は

[ ]内に投与した酸素量を記載

酸素２ℓ/min投与で５０ｍ歩行でＳｐＯ₂ ９１％
１００ｍ歩行でＳｐＯ₂ ８５％まで低下する ６ その他の臨床所見

呼吸機能の状況、酸素量、SpO₂等、参考

所見があれば記載

３



 

１、呼吸器機能障害の診断等級の基本
２、呼吸器機能障害の診断の基本
３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
４、ケーススタディ（1０例）
５、まとめ
６、補足

研修内容

４



１、呼吸器機能障害の診断等級の基本

等級
活動能力

(修正MRC)

指数

(FEV1/VCpre)

PaO2
(室内気)

1級 オ
20以下

または呼吸困難の
ため測定不能

50Torr以下

3級 エ 20超30以下
50Torr超

60Torr以下

4級 イ・ウ 30超40以下
60Torr超

70Torr以下
５



 

１、呼吸器機能障害の診断等級の基本
２、呼吸器機能障害の診断の基本
３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
４、ケーススタディ（1０例）
５、まとめ
６、補足

研修内容

６



２、呼吸器機能障害の診断の基本-1

➢ 各評価項目における評価に齟齬を生じる場合は

PaO2を優先する。

➢ 指数の測定が困難な場合は理由を明記する。

➢ 呼吸筋・末梢神経の障害や、

肺循環系の障害が呼吸困難の原因である場合も、

呼吸器機能障害と認める。

➢ 24時間人工呼吸器装着が必要な場合には

原疾患の如何に拘らず呼吸器機能障害と認める。 ７



２、呼吸器機能障害の診断の基本-2

➢ 「酸素吸入療法を行なっている」、「気管切開を行なっている」

    ということだけでは呼吸器機能障害と認められない。

    (非該当になり得る)

➢ 睡眠時無呼吸症候群や肺胞低換気症候群などで

夜間のみ補助換気や人工呼吸器を装着する場合には

定常的な呼吸器機能障害とは認められない。

８



 

１、呼吸器機能障害の診断等級の基本
２、呼吸器機能障害の診断の基本
３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
４、ケーススタディ（1０例）
５、まとめ
６、補足

研修内容

９



３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
➢ 明確な規定はありません。

➢ 室内気吸入下SpO2 が90％以下ならPaO2 60 Torr以下、

 85％以下ならPaO2 50 Torr以下と推定致します。

➢ どうしても酸素吸入を中止できない場合は

安静時、歩行時のSpO2の値も参考とさせて戴きます。

➢ PaO2/FiO2を記載して戴いても結構です。

室内気下 PaO2 60 Torr ⇨ PaO2/FiO2 = 300

室内気下 PaO2 50 Torr ⇨ PaO2/FiO2 = 250

➢ 急性期の値は認定には使えません！ 10



 

１、呼吸器機能障害の診断等級の基本
２、呼吸器機能障害の診断の基本
３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
４、ケーススタディ（10例）
５、まとめ
６、補足

研修内容

11



４、ケーススタディ１
 事例：１ 診断等級で認定 COPD：８１Ｍ

 事例：２ 診断等級が下がる事例 間質性肺炎：７６Ｍ

 事例：３ 非該当事例 特発性間質性肺炎：８３Ｆ

 事例：４ 診断等級で認定 特発性間質性肺炎：７４Ｍ

 事例：５ 診断等級が下がる事例 COPD：７３Ｍ

 事例：６ 診断等級が上がる事例 気管支拡張症：４８Ｍ

 事例：７ 診断等級で認定 COPD：５８Ｍ

 事例：８ 照会後非該当となった事例 横隔膜挙上：５Ｍ

 事例：９ 取り下げとなった事例 カブキメーキャップ症候群：２Ｆ

 事例：10 照会後非該当となった事例 気管支喘息：６０Ｍ
12



事例：１ 診断等級で認定
COPD：81Ｍ
FEV1/VCpre 16.5％（１級相当）
PaO₂ 61.0 Torr（４級相当）

歩行検査 酸素３ℓ/min投与下での

歩行検査では１0m歩行する前に
 SpO₂ 90％未満となり、中止

３級診断

３級認定

13



診断等級で認定
FEV1/VCpre 16.5％（１級相当）
PaO₂ 61.0 Torr（４級相当）

歩行検査 酸素３ℓ/min投与下での
歩行検査では１0m歩行する前
にSpO₂ 90％未満となり、中止

３級診断

３級認定

事例：１
COPD（８１Ｍ）

14



診断等級で認定

15

事例：１
COPD（８１Ｍ）

➢ 動脈血ガスＯ₂分圧 ６１Torr（４級相当）であるが、原因疾

病「慢性閉塞性肺疾患」で、労作時のSｐO₂も低下しているこ

とから、医師診断通り３級で認定する。

➢ ３級診断、診断等級で認定。



事例：２ 診断等級が下がる事例
間質性肺炎：76Ｍ

FEV1/VCpre 検査実施不能
（１級相当）

PaO₂ 76.0 Torr（非該当相当）
酸素１ℓ/min投与下

１級診断

３級認定

16



診断等級が下がる事例

FEV1/VCpre 検査実施不能
（１級相当）

PaO₂ 76.0 Torr（非該当相当）
酸素１ℓ/min投与下

                             １級診断

３級認定

事例：２
間質性肺炎（７６Ｍ）

17



事例：２
間質性肺炎（７６Ｍ）

診断等級が下がる事例

➢ １秒率は測定誤差が入りやすいため、

PaO₂を優先して認定。

➢ １級診断だが、３級で認定。

18



事例：３ 非該当事例
特発性間質性肺炎：83Ｆ

FEV1/VCpre 測定困難（１級相当）

PaO₂ 77.6 Torr （非該当相当）

３級診断

非該当

19



非該当事例
FEV1/VCpre 測定困難

（１級相当）

PaO₂ 77.6 Torr 
（非該当相当）

３級診断

非該当

事例：３
特発性間質性肺炎（８３F）

20



非該当事例

➢ あくまでも国の基準に基づいた等級決定をすべきであり、 

PaO₂の値から判断し非該当とする。

➢ ３級診断だが、非該当で認定。

事例：３
特発性間質性肺炎（８３F）

21



事例：４ 診断等級で認定
特発性間質性肺炎：74Ｍ

FEV1/VCpre 42.3％
（非該当相当）

PaO₂ 53.3 Torr（３級相当）
酸素２ℓ/min投与下

１級診断

１級認定

22



診断等級で認定
FEV1/VCpre 42.3％（非該当相当）

PaO₂ 53.3 Torr（３級相当）
酸素2ℓ/min投与下

１級診断

１級認定

事例：４
特発性間質性肺炎（７４Ｍ）

23



診断等級で認定
➢ るい痩が進行し、状態悪化。

➢ 酸素を２L/min吸入下で53.3Torrであれば、室内気で40 Torr台

になると考えられ、問題なく１級で認定とする。

➢ １級診断、診断等級で認定。

24

事例：４
特発性間質性肺炎（７４Ｍ）



事例：５ 診断等級が下がる事例
COPD：73Ｍ

FEV1/VCpre  20 ％ （１級相当）

PaO₂ 68.5 Torr（４級相当）
酸素１ℓ/min投与下

１級診断

３級認定

25



FEV1/VCpre 20％（１級相当）

PaO₂ 68.5 Torr
（非該当相当）
酸素１ℓ/min投与下

１級診断

３級認定

事例：５

COPD（７３M）

診断等級が下がる事例

26



診断等級が下がる事例

➢ データからは室内気でもＰａＯ₂は５０Torr以下にはならない

と考える。指数は２０％だが、他の所見からは３級が適当

であり、今後悪化した場合は再度申請していただきたい。

➢ １級診断だが、３級で認定。

事例：５

COPD（７３M）

27



事例：６ 診断等級が上がる事例
気管支拡張症：48Ｍ

FEV1/VCpre 19.89 ％
（１級相当）

PaO₂ 49.5  Torr
（１級相当）

３級診断

１級認定

28



診断等級が上がる事例

FEV1/VCpre 19.89％
（１級相当）

PaO₂ 49.5  Torr
（１級相当）

３級診断

１級認定

事例：６
気管支拡張症
（４８Ｍ）

29



診断等級が上がる事例

➢ 所見から重度の呼吸器障害が認められるため、１級相

当と判断し認定する。

➢ ３級診断だが、１級で認定。

事例：６
気管支拡張症
（４８Ｍ）

30



事例：７ 診断等級で認定
COPD：58Ｍ

FEV1/VCpre 21.5 ％（３級相当）

PaO₂ 63.0 Torr（４級相当）
酸素２ℓ/min投与下

１級診断

１級認定

呼吸困難著明なため
気管支拡張薬下での検査

31



診断等級で認定
FEV1/VCpre 21.5 ％（３級相当）

PaO₂ 63.0 Torr（４級相当）
酸素2ℓ/min投与下

事例：７
COPD（５８Ｍ）

１級診断

１級認定
32



診断等級で認定

➢ 室内気で50Torrを切るかどうかは微妙ですが、内容から状態

が悪いことはわかるので、診断どおり１級で認定。

➢ １級診断、診断等級で認定。

事例：７
COPD（５８Ｍ）

33



事例：８ 照会後非該当となった事例

横隔膜挙上：5M

FEV1/VCpre 年齢適用外

PaO₂ 33.4Torr

【照会後回答】安静時ＳｐＯ₂ ９７％

６分間歩行テスト後ＳｐＯ₂ ９７％

４級診断

照会後非該当

照 会３年以上前の検査所見

34



照会後非該当となった事例

FEV1/VCpre 年齢適用外
PaO₂ 33.4 Torr

【照会後 追記所見】
安静時ＳｐＯ₂ ９７％
６分間歩行テスト後ＳｐＯ₂ ９７％

４級診断

照会後非該当

事例：８
横隔膜挙上（５M）

３年以上前の検査

照 会

35



照会後非該当となった事例

（照会後回答）

➢ 「安静時ＳｐＯ₂ 97％、

６分間歩行テスト後ＳｐＯ₂ 97％」追記。

➢ 実施の結果から、負荷後もＳｐＯ₂値の変化がないこと 

     から、「非該当」と考える。

➢ ４級診断、社会福祉審議会を経て、非該当で認定。

事例：８
横隔膜挙上（５M）

36



事例：９ 取り下げとなった事例

カブキメーキャップ症候群：2F

FEV1/VCpre 年齢適用外

PaO₂ ９９Torr
酸素0.5ℓ/min吸入下

【照会後回答】
「所見の追記なし」

４級診断

取り下げ

照 会

37



取り下げとなった事例
FEV1/VCpre 年齢適用外
PaO₂ ９９Torr

（酸素0.5ℓ/min吸入下）

【照会後 追記所見】
「追記所見なし」

４級診断

照 会

取り下げ

事例：９
カブキメーキャップ症候群

（２F）

38



社会福祉審議会を経て照会

（照会内容）

動脈血ガスO₂分圧の数値が酸素吸入下で非該当相当の
ため、次の点について再調査が必要と考える。

➢ 何らかの方法で、可能であれば室内気でのO₂分圧の値

➢ 室内気もしくは酸素吸入下でのSｐO₂の値

事例：９
カブキメーキャップ症候群

（２F）

39



照会後、取り下げまでの経緯

➢ 本人、保護者が診断医に照会内容を相談した結果、

「追記する所見はありません」と回答があった。

➢ 申請を「取り下げ」に至った。

➢ ４級診断、照会後、申請取り下げとなった。

事例：９
カブキメーキャップ症候群

（２F）

40



事例：１０ 照会後非該当となった事例

気管支喘息：60M

FEV1/VCpre 測定不能（１級相当）

PaO₂ 153.9 Torr （非該当相当）

【照会後回答】
「３級を非該当に訂正」

３級診断

非該当
41

照 会



照会後非該当となった事例
FEV1/VCpre  測定不能

（１級相当）
PaO₂ 153.9 Torr （非該当相当）

【照会後 追記所見】

「３級を非該当に訂正」

３級診断

事例：１０
気管支喘息
（６０M）

非該当
42

照 会



等級決定の参考となる所見を照会

➢ 動脈血ガス（O₂分圧）は室内気か、酸素吸入下か。

➢ 「１秒率」の測定困難 ⇒必ず理由を明記、
もしくは喘息寛解時に測定したものを記載する。

➢ 安静時ＳｐＯ₂ 、6分間歩行テスト後ＳｐＯ₂の記載。

➢ 難治性の喘息の場合、症状・発作の頻度、治療方法等
の詳細を記載する。

事例：１０
気管支喘息（６０M）

43



照会後非該当となった事例

（照会後回答）

44

➢ 「３級を非該当に訂正」と追記。

➢ ３級診断、照会後、社会福祉審議会を経て、

主治医診断どおり非該当で認定。

事例：１０
気管支喘息（６０M）



 

１、呼吸器機能障害の診断等級の基本
２、呼吸器機能障害の診断の基本
３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
４、ケーススタディ（10例）
５、まとめ
６、補足

研修内容

45



➢ 活動能力、指数、 PaO2の評価に齟齬 ⇒PaO2優先

➢ 「指数」の測定困難 ⇒必ず理由を明記

➢ 呼吸筋・末梢神経障害・肺循環系障害が原因 ⇒認定可

➢ 24時間人工呼吸器装着 ⇒原疾患問わず認定可

５、まとめ

46



・酸素吸入療法中

・気管切開 であるが

・夜間のみ補助換気や 指数・ PaO2の値が非該当

人工呼吸器を装着

非該当の可能性がある症例

47



室内気での血液ガス測定困難な時に
認定の参考とする所見

➢ 室内気吸入下のSpO2

90 ％以下 ⇒PaO2 60 Torr以下と推定

 85 ％以下 ⇒PaO2 50 Torr以下と推定

➢ 歩行時の値（安静時、労作時のSpO2)

➢ 在宅酸素の使用時間、使用頻度、吸入量

➢ PaO2/FiO2

➢ 急性期の値は認定には使えません！
48



 

１、呼吸器機能障害の診断等級の基本
２、呼吸器機能障害の診断の基本
３、室内気での血液ガス測定が困難な時は？
４、ケーススタディ（1０例）
５、まとめ
６、補足

研修内容

49



６、補足（過去の研修会質疑より）

障害固定日に決まり
はありますか。 特に決まりはありません。

・障害が永続し、日常生活が著しい制限を受けている。

・「永続」とは将来にわたって不変のものとは限らない。

・「参考となる経過・現症」に、障害固定までの治療経過等を記載する。

・手術や治療で改善見込みのある場合、「総合所見」欄の「軽度化

による将来再認定」に年数を記載する。

これらに留意し、記載してください。
50



お忙しい中、ご清聴ありがとうございました。
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